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は じ め に  

毒物劇物は、その毒性劇性によって住民の保健衛生上にきわめて重大な危害を及ぼすおそれがあります。 

 特に、昨今の毒物劇物を用いた犯罪の多発は、住民に不安をつのらせ、社会に脅威を与えています。 

一方で、毒物劇物は、化学工業薬品、農薬、試薬、塗料など種々の分野において広く用いられ、科学技 術

の発達に伴い、その量、種類とも年々増加の一途をたどっており、国民の社会生活上無くてはならないも

のになっています。 

従って、毒物劇物を販売し、又はこれを取扱う際には事故や盗難の防止を含め、万全の危害防止措置を

講じる必要があります。 

毒物及び劇物取締法は、このような毒物劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うこと

を目的としております。毒物劇物販売業者は、毒物劇物に関する正しい知識を身につけ、保健衛生上の危

害防止の観点から法律を理解され、これを遵守するようにして下さい。 

毒劇物販売業の登録の種類   法第 4条の２ 

毒物又は劇物の販売業には、次のような種類があります。 

１ 一般販売業 

一般販売業の登録を受けた者は、すべての毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授

与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列することができる。 

２ 農業用品目販売業 

農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であって厚生労働省令で定め

る毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列

することができる。 

３ 特定品目販売業 

特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物を販売し、授与し、又

は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列することができる。 

なお、法令等は次のとおり省略して記入します。 

   毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号）：「法」 

   毒物及び劇物取締法施行令（昭和 30年政令第 261号）：「施行令」 

   毒物及び劇物取締法施行規則（昭和 26年厚生省令第４号）：「施行規則」 
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登 録 法第３条第３項 法第４条の３            オーダー販売も該当 

１ 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することがで

きません。 

＊ 製造業者や輸入業者であっても、登録業者以

外に毒物劇物を販売するためには、販売業の登録

が必要になります。 

２ 農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録を 

受けたものは、厚生労働省令で定めるもの以外の

毒物劇物を販売・授与できません。 

 （法第４条の３） 

３ 登録票記載事項の変更に際しては、届出を 

しなければなりません。（法第 10 条第１項） 

取扱責任者   法第７条第１項  法第８条             

１ 毒物又は劇物を、直接に取扱う販売業においては、専任の毒物劇物取扱責任者を置くことが必 

要です。 

(1) 取扱責任者とは毒物劇物を実際に取扱う上での安全確保について責任を持つ技術者のこと
で、営業所ごとに１名設置します。 

(2) 下記に揚げる者でなければ、毒物劇物取扱責任者となることが出来ません。 
① 薬剤師 

② 厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者 

③ 都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者 

２ 取扱責任者の変更に際しては、届出をしなければなりません。 

３ 取扱責任者は、毒物劇物を安全に保管場所に保管し、管理簿 

（様式１）により在庫量や入出庫量を把握することが必要です。 

＊  必要以上の量を保管しないように注意し、在庫量については、

定期的に確認を行います。 
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（様式１） 

 医薬用外 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自己点検表 

取扱責任者は、毒物劇物の貯蔵・取扱について、点検表（別紙Ｐ.５）により、定期的に点検し、
記録します。 

譲渡・交付   法第 14条、法第 15条第１項          オーダー販売も該当 

ｌ 毒物又は劇物の販売には、必要事項を書面に記入して保存する等の譲渡手続きが必要です。 

＊ 販売をするときには、販売相手の身元確認を行い、利用目的を聞き取り、毒物劇物の種類や

量が適当であるかを確認します。 

［毒物劇物営業者同士の場合］ 

 販売する側が、①毒物又は劇物の名称及び数量、②販売又は授与の年月日、③譲受者の氏名、職業

と住所を記載し、その帳簿を５年間保存します。 

＊ 登録票の写しをもらうなど、必ず登録の有無を確認します。 

［毒物劇物営業者以外への譲渡］ 

①毒物又は劇物の名称及び数量、②販売又は授与の年月日、③譲受者の氏名、 

職業と住所を記載し、捺印した文書（様式２）の提出を受け、５年間保存します。 

２ 販売の際には、相手方の確認を慎重に行い、次の人には販売をし

ない。 

・18歳未満や、麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者 

・ 心身の障害により、毒物劇物による保健衛生上の危害の防

止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省

令で定める者 

＊ 相手に不審を感じたら、販売を止め､警察に連絡すること。 

毒物劇物管理簿 

劇 物 品名 塩 酸 規格  ３５％ 単位   ５００g 

年 月 日 
納 入 量 

（購入） 
販売量 在庫量 

出荷者

（印）

責任者 

（印） 

備  考 

(販売先納入先等）

・ ・ ・        

・ ・ ・        

・ ・ ・        





２ 施行令第４０条の２、３、４、５に定められる毒物劇物（４アルキル鉛を含有する製剤等）

を運搬する場合には、容器又は被包、積載の様態について、政令に定められた運搬方法を遵守

します。 

 

３ 運搬に際しての注意 

＊ トラックでの運搬は容易に持ち去られない    

 よう厳重に管理します。 

＊ 飛散、漏れ、流れ出の予防措置を講じなければ 

 なりません。 

＊ 運搬経路、再委託等も併せて確認するようお 

 願いします。  

 

 

 
 

   

  １

    ２

     

    

    

    

    ３

     

     

   

   
 

      法第１２条 

 
表 示 等 

 毒物劇物の表示 

(1) 毒物劇物の容器及び被包に「医薬用 

外」の文字を記載し、毒物の場合は赤        赤地に白字       白地に赤字 

地に白色で「毒物」の文字、劇物の場      ・間違いをおこさないように薬品の名称も 

合は白地に赤色で「劇物」の文字を表示      記載する 

することになっています。 

 

 

 また毒物劇物の容器及び被包には次の 

 事項が表示されています。 

(1)  毒物劇物の名称 

(2)  毒物劇物の成分及びその含量  

(3)  厚生労働省令で定める毒物劇物について 

は、それぞれ厚生労働省令で定めるその解 

毒剤の名称 

(4) 毒物劇物の取扱及び使用上特に必要と 

  認めて、厚生労働省令で定める事項 

 

 貯蔵場所の表示 

  毒物劇物は、他のものと区別して、専用 

 の設備に保管します。 

保管場所には、「医薬用外毒物」もしくは 

 「医薬用外劇物」の文字を表示しなければな 

 りません。                         貯蔵場所の表示 
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点　検　表 別　　紙
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・
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カ　ギ　の　設　備

常　時　施　錠

「医薬用外毒物」「医薬用外劇
物」の文字

固　　　　　　　　定

飛散・流出防止対策

他 の 物 と の 区 別

転  倒  防  止

改修・異常事態発生時の確認

「医薬用外毒物」「医薬用外劇
物」の文字

名称、成分、含量、住所氏名
等の表示の確認

容　器　の　異　常

取扱品目について応急の措
置を定めているか

譲　　受　　書

交　付　帳　簿

廃 棄 廃 棄 は 適 正 か

担　当　者　（印）

責　任　者　（印）

裏面

　確認年月日 特　記　事　項　欄

書面

確認印

　
　
保
　
　
管
　
　
庫

　
貯
　
蔵
　
設
　
備

応急の措
置

販売の
チェック

確認年月日

確認事項
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   施行規則第４条の４第１項第２号 

 

 

貯

 

１

 

 

 

 

 

２

 

 

 

 

 

 

 

３

 

 

 

  ４

   

 

   

    ５

     

     
     蔵 設 備
 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定める基準に適合すること。 

 毒物又は劇物は、その他の物と区分 

して貯蔵できるもの 

 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、 

ドラムかん、その他の容器は、毒物                   倉庫 

又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ    「医薬用外劇物」の表示 

出るおそれのないもの 

 容器を用いないで毒物又は劇物を        ドラムかん 

貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛 

散し、地下にしみ込み、又は流れ出 

るおそれがないもの  

 

 

       

                       

 毒物又は劇物を貯蔵する場所には、       試薬ビン 

かぎをかける設備であること。 

＊ 保管場所のガラス部分は、網入り 

 強化ガラスとします。  

 

 

 

 

 

 性質上かぎをかけることができない 

ものであるときは、その周囲に、 

堅固なさくが設けてあること。     堅固なさく 
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              法第１１条第１項、第２項、第４項 取  扱 

 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することがないように必要な 

措置を講じること。 

＊ 保管庫は、施錠し、かぎの管理を徹底しましょう。 

 ① かぎの管理者を明確にする。 

 ② かぎを使用する場合は、チェック表に 

  記入し、責任者の許可を得ます。 

＊ 保管場所は、目の行き届くところにします。 

             かぎの管理 

                             

保管場所は目の行き届くところ 

 毒物又は劇物等が、営業所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出又はこれらの 

施設の地下にしみ込むことがないように必要な措置を講じること。 

＊ 毒物劇物がまわりに流れ出ないよう 

 に、周囲に防液堤を設けます。 

＊ 毒物劇物が地下にしみ込まないよう 

 に、床面はコンクリート等不浸透性と 

 します。 

 毒物又は劇物は、誤飲防止のため、その入れ物として、飲食物用の容器を使用しては 

けません。 

 

 

 

   飲食物の容器を使用しない 
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(財)日本中毒情報センターへの連絡方法

  つくば中毒１１０番 

  電話   0990-52-9899 
(９時～１７時)ダイアルＱ２制 
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              法第１５条の２ 廃  棄 

毒物若しくは劇物又は法第１１条第２項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法につい 

政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはいけません。 

(1) 中和、加水分解、酸化、還元、希釈、 

 その他の方法により毒物劇物に該当しな  

 いものにします。 

 ＊  事業所で処理できないものは、知 

  事の許可を受けた産業廃棄物処理業 

   者に委託します。 

               産業廃棄物処理業者に委託 
              法第１６条の２ 事  故 

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物による事故が発生した場合は、関係機関に速やかに連絡 

、自らも必要な応急措置を行います。 

１ 毒物劇物の飛散、漏れ等で不特定又は多数の人に被害が及ぶような場合 

 (1) 直ちに、保健所、消防署又は警察署に連絡します。自らも、被害拡大防止のた 

   めに必要な応急措置を講じます。 

２ 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失した場合 

 (1)  直ちに、警察署に連絡します。 
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＊ 万一の事故に備えて、除害剤（土砂、消石灰等）を用意しておきます。 

＊ 被害が拡大しないように、措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

① 周囲にロープを張るなどして        ② 風下の下に知らせ退避させる。  

人の立入りを禁止する｡            中和した後に多量の水で洗い流す 

 

 

 

 

 

 

 

② 被害箇所に中和剤等を           ④ 河川などに流出しないように 

散布する。                  注意する。 

 

 

＊ 震災対策 

  地震の際、毒物劇物による被害を最小限にするための備えをします。 

 ① 保管庫は、転倒しないように壁や床に固定します。 

 ② 薬品が転倒落下しないような設備を設けます。 

 ③ 混触発火（２種類以上の薬品が混ざり合うことにより、発火等を起こすこと）を防ぐ、

薬品の保管配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     応急措置                  転倒落下防止 
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①

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤

危害防止規定 

毒物劇物営業者は、毒物劇物危害防止規定を作成しましょう。 

毒物劇物による危害は、取扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容などあらゆる点 

異なります。各社がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範としてまとめたもの 

「毒物劇物危害防止規定」です。 

次のような基本的事項を記載します。更に、規定を具体的に実施するために必要な細目 

定めておきます。 

毒劇物の貯蔵又は取扱い作業を行う者、そ 

の設備等の点検を行う者、事故時における 

関係機関への通報及び応急措置を行う者の   ②毒劇物の貯蔵又は取扱いに係る作業の 

職務及び組織に関する事項           方法に関する事項 

 

毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等の点  ④毒劇物の貯蔵及び取扱いに係る設備等 

検の方法に関する事項                          の整備又は補修に関する事項 

⑦その他、保健衛生上

の危害を防止するた

めに遵守しなければ

ならない事項 

      

       

       

       

       

       

  

事故時における関係機

関への通報及び応急措

置活動に関する事項 

⑥毒劇物の貯蔵及び取扱いの作業を

行う者及びその設備の保守を行う

者、事故時の応急措置を行う者の

教育及び訓練に関する事項 
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毒物劇物危害防止規定 ＜関係機関への通報体制例＞ 
１ 目 的 

  この規定は、当社における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることによって、保健 

 衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。 

 

 

２ 当社従業員の任務 

  当社従業員は、この規定に定める毒物劇物の取扱い、保管管理に注意し、危害の防止 

 に努めなければならない。 

 

３ 管理体制 

 (1)  毒物劇物の適正な取扱い、保管管理を確保するため毒物劇物取扱責任者を設置する。 

  取扱責任者は、［（氏名）       ］とする。 

 (2)  社内連絡体制 

   ① 管理体制  

 

  （氏名）      
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

   

   

   

    

    

 

 

 

 災
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

  

 

従業員 
 
 

（氏名）     

 ア 取扱責任者は、毒物劇

 イ 各従業員は、取扱責任

② 緊急連絡網 

  下記緊急体制を確立し、

 による危害を最小限にとど

   連 絡 

           

    

                  指 示 

                      

 

難 

             

   保健所        

               
従業員 
 （氏名）      

物の取扱い等に関し、必要な指

者の指示に従い、必要な助言及

事故等が発生した際に、速やか

める。 

       

通報    指示 

 

 （氏名）    

   

  電話  (     )     
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   従業員 
 毒物劇物取扱責任者 
（氏名）      

示を従業員に与える。 

び報告をする。 

に対応を行い、毒物劇物 

 （氏名）    
     警察署         電話  (     )               

      消防署           電話  (     )               
                

                

                

事故 

災害   発見者
                 取扱責任者 
経営者 
          


	ﬁÅŁ¨„•Ł¨Ł\”ƒ.pdf
	表紙

	ﬁÅŁ¨„•Ł¨Ł\”ƒ.pdf
	表紙

	dokugekip5.pdf
	Sheet1




